
新規設置の場合 変更・休止・廃止・再開の場合

※警視庁と事前相談が必要（主に出入口の位
置等について）

届出窓口

※交通管理者の意見（交通安全上、問題がない
かどうかを意見照会する）

※大田区の担当が検査（政令による技術的基
準を満たしているかを確認）

※改善指示があった場合は、再度立入検査す
る場合あり

START

事 前 相 談

届出書類提出

区・都市基盤管理課
地域交通対策担当
(本庁舎７階南側)

書　類　審　査

収　　　受

警視庁交通部へ照会

立　入　検　査

不合格

改　善

合　格

検　査　済

副本の交付

回答

指導

END

START

事 前 相 談

届出書類提出

区・都市基盤管理課
地域交通対策担当
(本庁舎７階南側)

書　類　審　査

収　　　受

※出入口の位置について変更する場合は、警視庁との
事前相談が必要

届出窓口

副本の交付

警視庁交通部へ照会

立　入　検　査

回答

検　査　済

不合格

改　善

合　格 指導

END

※出入口の位置について変更する場合は照会

※出入口の位置、規模、構造、設備の変更の
場合

※交通管理者の意見（交通安全上、問題がな
いかどうかを意見照会する）
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